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　自治会長（区長）は、市民と市を結ぶ市政事務嘱託員として広報おおたわらなどの配布、地域の問題解決などに
ご尽力いただいています。自治会に加入し、住みよい地域づくりにご協力ください。（敬称略）

地区 自治会名 氏名

大
田
原
地
区

大久保町 福島　初夫
寺町 野田　　力
上町 鈴木　隆一
荒町 木村　日出夫
仲町 植田　　勝
下町 篠﨑　廣一
大手 松本　寿広
栄町 長谷川　光紀

清水町 三森　雄幸
元町 穴山　武久

七軒町 三浦　茂子
旭町 小倉　喜之

新屋敷 佐藤　康裕
新道 渡邉　　賢

川下刈切平林 小池　清一
小泉 佐貫　仁志
浅野 三上　幸一

神明町 石井　良幸
西原 齋藤　憲二
原町 木下　格太郎
深川 中島　隆志

成田町 猪瀨　泰藏
沼の袋 伊藤　三良

紫塚 福田　好則
富士見ハイツ 阿久津　宏

経塚 山岡　修二
赤堀西 室井　敏雄
富士見 木下　文雄

富士山下 笠原　秀夫
赤堀東 鴇巣　隆美

若草 益子　　肇
若葉 大金　好美

加治屋 渡部　謙一
実取団地 伊藤　ゆい

大和久 諏合　勝三
紫塚ニュータウン 佐藤　重敏
富士見ニュータウン 松本　裕也
新富ニュータウン 佐藤　芳昭

富士見中央 蛭田　孝夫
川下刈切 櫻岡　久司

若草ニュータウン 斉藤　　綾

金
田
地
区

中田原 手塚　定雄
河原 大髙　浩一

上深田 松田　民司
町島 磯　　秀夫
荒井 栗田　好雄

岡 鈴木　　規
今泉 秋元　貴寿

戸野内 五江渕　　雄
富池 印南　行雄

市野沢 渡邉　　敏
練貫 後藤　康浩
羽田 小森　次夫

乙連沢 紙本　一富
小滝 渡邉　恵一

地区 自治会名 氏名

金
田
地
区

練貫ニュータウン 小田倉　明夫
小滝苑 幸田　行雄

明宿 藤田　隆宏
荒屋敷 齋藤　博敏
北金丸 新江　俊弘
南金丸 熊田　雅勝

南金丸南部 藤田　一義
上奥沢 津久井　勝之

奥沢 前田　耕一
鹿畑 永山　一美
倉骨 野﨑　賢治

赤瀬北大和久 櫻岡　増実

親
園
地
区

親園北区 渋江　和重
親園南区 清水　信行

実取 福島　正美
滝沢 佐藤　秀一
滝岡 及川　　剛
花園 小林　俊一

宇田川 代田　英德
荻野目 佐藤　裕之

宇田川ニュータウン 吉澤　　亨
五本木 薄井　賢二

野
崎
地
区

上石上 八木澤　敬一
下石上 橋本　守功

野崎 横田　昭夫
野崎東町 大久保　孝

上薄葉 佐々木　祐治
薄葉団地 相﨑　修子

薄葉第２団地 筒井　雅治
中薄葉 蛭田　　孝

平沢 磯　　勝典
薄葉第３団地 田中　榮啓

野崎ニュータウン 土田　久敏

佐
久
山
地
区

岩井町 齋藤　嘉之
桜町 大島　　登
上町 千代田　昌夫
仲町 大島　由行
下町 八木澤　公司
荒町 菊地　孝行
新町 和田　修司
松原 佐藤　純夫
大沢 西川　信之
平山 金井　勝則

佐久山南部 角田　剛雄
藤沢 髙橋　秀造

琵琶池 宇田　憲一
大神 鈴木　泰彦

大神南部 金澤　裕司
福原 永井　万也

福原南部 伊藤　義則

湯
津
上
地
区

狭原 千嶋　正信
小船渡 花塚　洋治

湯津上（上） 磯尾　昌弘
湯津上（下） 檜山　　操

佐良土東 大金　靖翁

地区 自治会名 氏名

湯
津
上
地
区

佐良土南 久保　武司
佐良土西 小林　　力

蛭畑 吉成　一夫
蛭田 古森　勝弘
品川 中澤　達雄
新宿 菊地　保夫

片府田 阿久津　年男
中の原 福田　弘美

黒
羽
地
区

黒羽田町 齋藤　光晴
前田２区 増田　幸一
前田３区 佐藤　富夫

堀之内 髙梨　　睦
北区 鈴木　正雄

南区東 清水　忠夫
南区西 佐藤　善次郎

八塩 江部　伸太郎
北滝 齋藤　　端
片田 植竹　　茂
亀久 大金　昭夫
矢倉 阿久津　安男

川
西
地
区

築地 井上　徹雄
奥沢 小野﨑　隆
上町 菊岡　政明

下町１区 星　　　孝
下町２区 郡司　　彰

大豆田 中埜　　剛
余瀬 佐藤　勝彦
蜂巣 黒田　保夫
篠原 磯　　郁雄

桧木沢 大宮司　淳夫
桧木沢サイプレス 笠井　正佳

寒井南部 関谷　金男
寒井本郷 岡野　敬二
寒井北部 髙久　清一

両
郷
地
区

中野内上 弓座　恒男
中野内下 鈴木　　隆

河原 国井　義晴
両郷 杉森　庄一
寺宿 鈴木　敬一

木佐美 益子　二男
大久保 渡邊　　昭
久野又 佐藤　公久
大輪上 井上　　豊
大輪下 中村　　孝

川田 田村　朝男

須
賀
川
地
区

須佐木上 佐藤　琢夫
須佐木中 益子　正幸
須佐木下 菊池　政秋
須賀川上 平久江　德昭
須賀川中 伊坂　永夫
須賀川下 倉持　活雄

雲岩寺 岡　　宏之
露久保 鈴木　文雄

川上 佐藤　拡伸
南方１区 森下　勝三
南方２区 鈴木　利幸

自治会長の紹介
令和 6 年度



　「大田原マラソン大会」は、県内で唯一の日本陸連公
認のマラソン大会として、昭和 63 年に第 1 回大会を
開催し、これまでに 33 回の大会を開催している本市
最大のスポーツイベントです。
　昨年、4 年ぶりに大会が再開し、今年度はさらに「大
田原市制施行 70 周年記念大会」として開催します。本
気で自己へ挑戦するランナーがあなたの “ サポートを
必要としています ”。
　この機会に “ 応援する ” だけではなく “ サポートす
る ” という新しい形で「大田原マラソン」に参加し、貴
重なボランティア経験を積んでみませんか？
●日時 11 月 23 日㊏㊗（雨天決行） 7:00 ~ 15:00
●内容 ランナーへの給水、コース（沿道）の整理、手荷

物預かり、会場案内、イベント補助など
●応募資格
▶長時間にわたって立ったまま活動しますので、健康

上に支障がない方

▶大会当日に指定の場所・時間に活動可能な方
※遅刻・早退はできません。
▶ 11 月中旬に開催する業務説明会に出席できる方
※活動内容により集合時間が早朝になる場合がありま

すのでご了承ください。
●定員▶個人の方…350 名（先着順）
▶企業（団体）…10 団体
※一団体の人数は概ね 20 名程度、団体でお申込みの

場合は、極力同じ業務となるよう配慮します。
●申込方法 大会HPから申込用紙をダウンロードし、6 月

3 日㊊ ~ 7 月 31 日㊌にメールまたは FAX で申し込み
●その他 スタッフウェア・弁当などを支給します。
※報酬はありません。
問申スポーツ振興課　体

０２８７‒２２‒８０１７
０２８７‒２２‒８０１６
sports@city.ohtawara.tochigi.jp

問申総務課　本６階
０２８７‒２３‒８７０２

問政策推進課　本６階
０２８７‒２３‒８７０１

職種 募集人数 受験資格 一次試験内容 二次試験内容 試験期日・会場

一般事務 10名程度 平成6年4月2日から平成19年4月1日までに生まれ
た方 教養試験

（高等学校卒業程度）

性格検査
作文試験
集団面接
個別面接

【一次試験】
●日程
9月22日㊐
●場所
国際医療福祉大学

【二次試験】
●日程
10月中旬以降
●場所
大田原市役所
本庁舎

一般事務
（障害者） 若干名 平成元年4月2日から平成19年4月1日までに生ま

れた方で障害者手帳の交付を受けている方

性格検査
個別面接

技師
（土木・建築・

機械・電気）
若干名

昭和59年4月2日から平成19年4月1日までに生ま
れた方で、学校教育法による大学、短期大学、高
等学校等において、土木・建築・機械・電気に関
する課程または科目を修めて卒業した方（令和7
年3月31日までに卒業見込みの方を含む）

専門試験
（高等学校卒業程度）

※機械のみ大学・高
等 専 門 学 校 卒 業
程度

保健師 若干名
昭和59年4月2日から平成19年4月1日までに生ま
れた方で保健師の免許を有している方（令和7年
3月31日までに取得見込みの方を含む）

専門試験
（資格免許職）

●合格発表予定 ▶一次試験 10 月上旬▶最終合格発表 11 月上旬
●申込方法 7 月１日㊊ 8:30 ~ 7 月 31 日㊌ 17:15 の期間で市HPの申込フォームから申し込み
※試験要領などの詳細は市HPをご覧ください。

92024.6

湯湯津上庁舎 黒黒羽庁舎 生生涯学習センター 体県北体育館本本庁舎

県民の日 に関連して市施設などを無料開放します
6月 15日㊏は「県民の日」です

大田原市職員採用試験
令和 7 年度に採用する職員を募集します

大田原マラソン大会のボランティアを募集します

施設名 日時 内容・備考
子ども未来館
わくわくらんど・キッズタウン

0287-47-4125
15 日㊏

9:00 ~ 16:30
4 クール制
8:50 から整理券配布

黒羽温泉 五峰の湯
0287-59-7010

15 日㊏
10:00 ~ 21:00 受付は 20:00 まで

湯津上温泉 やすらぎの湯
0287-98-2141

15 日㊏
10:00 ~ 21:00 受付は 20:00 まで

ふれあいの丘
自然観察館

0287-28-3251
天文館（要予約）

0287-28-3254

15日㊏・16日㊐
【自然観察館】

9:30 ~ 16:30
【天文館】

13:30 ~ 21:00

【自然観察館】春の企画
展「アゲハチョウの仲
間たち」開催中

【天文館】16日㊐20：10
から月撮影会を開催

黒羽芭蕉の館
0287-54-4151

15日㊏・16日㊐
9:00 ~ 17:00

（最終入館16：30）

松尾芭蕉の「おくのほそ
道」の旅、黒羽藩主大関
氏に関する資料を展示

施設名 日時 内容・備考

那須与一伝承館
0287-20-0220

15日㊏・16日㊐
9:00 ~ 17:00

（最終入館16：30）

映像とからくり人形に
よる那須与一の扇の的
エピソードの再現、那須
家に関する資料を展示

なす風土記の丘湯津上資
料館

0287-98-3322

15日㊏・16日㊐
9:00 ~ 17:00

（最終入館16：30）

市内の遺跡や発掘調
査に関する資料を展
示

大田原市屋内温水プール
0287-24-0778

15 日㊏
10:00 ~ 21:00 受付は 20:15 まで

いきいきプール
（黒羽中学校屋内温水プール）

0287-59-1031
15 日㊏

10:00 ~ 21:00 受付は 20:15 まで

栃木県立県北体育館
0287-22-8012

15 日㊏
9:00 ~ 21:00

運動施設利用料金無
料（普通利用の場合
における利用に限る）
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ダニや蚊から感染する感染症に気を付けましょう
身近な生物から感染 問健康政策課　本３階

０２８７‒２３‒８９７５
　重症化すると死に至る感染症もありますので、感染が疑われる場合は早めに医療機関を受診してください。

感染症名
ダニ 蚊

重症熱性血小板減少
症候群（SFTS） つつが虫病 デング熱 チクングニア熱 ジカウイルス病

（ジカ熱） 日本脳炎

病原体を持つ
ダニ・蚊 マダニ類（＊1） ツツガムシ ネッタイシマカ

ヒトスジシマカ（＊2） コガタアカイエカ

症状

発熱、吐き気、腹痛、
下痢、筋肉痛、リン
パ節腫張、出血症状
など

全身倦怠感、食欲
不振、頭痛、悪寒、
発熱など

発熱、発疹、頭
痛、 骨 関 節 痛、
嘔吐など

発熱、関節痛、発疹など
高熱、頭痛、
嘔吐、意識障害、
けいれんなど

潜伏期間 6 日 ~ 14日程度 5 日 ~ 14日程度 2 日 ~ 14日程度 2 日 ~ 12日程度 6 日 ~ 16日程度

予防法

●山や草むらなどに入る時は、帽子、
首掛けタオル、手袋、長袖、長ズボ
ン、足を完全に覆う靴などを着用し、
肌の露出を少なくしてください。

●虫除けスプレーを使用してください。
●屋外活動後はシャワーや入浴でダニ

に咬まれてないか確認してください。

●屋外で活動する時は、長袖、長ズボンなどを着用し、肌の露
出を少なくしてください。

●虫除けスプレーを使用してください。
●屋外に置かれたバケツや空きビン、古タイヤに溜まった水な

どは蚊が発生しやすいため取り除いてください。
●排水溝など周辺の水たまりを定期的に清掃してください。
●下草を刈るなど、成虫が潜む場所をなくしてください。
※日本脳炎はワクチンがあり、小児を対象に定期接種を実施し

ています。

対処法

●吸血中のダニは、無理に引き抜こう
とすると、ダニの体の一部が皮膚内
に残ってしまうため、医療機関を受
診してください。

●特有の薬はありませんので、対症療法となります。
●感染が疑われる場合は、医療機関を受診してください。

（＊1）家庭内に生息するコナダニ（食品類）やヒョウヒダニ（衣類や寝具）などとは種類が異なります。
（＊2）ヤブカ属の一種で背中に1本の白い線があり、体長は3～5㎜ほどの黒と白の縞模様が特徴の蚊です。

後期高齢者医療保険に加入されている方へのお知らせ
令和 6 年 4 月から後期高齢者医療制度の保険料率等が変わりました 栃木県後期高齢者医療広域連合

０２８‒６２７‒６８０５
●保険料率等の改定
　保険料率は、被保険者数および医療費の増加などに対応す
るため、2年に一度見直されます。
　保険料は、所得に応じて負担する所得割額と被保険者全員
が等しく負担する均等割額の合計額であり、個人ごとに計算
されます。賦課限度額とは、賦課される保険料（年額）の上限
額のことです。

令和6・7年度の保険料率等

●改定前
軽減割合 世帯主と世帯内被保険者の総所得金額等の合計額

7 割軽減 43万円＋10万円×（給与所得者等の数-１）以下

5 割軽減 43万円＋10万円×（給与所得者等の数 -１）
＋（29万円×被保険者数）以下

2 割軽減 43万円＋10万円×（給与所得者等の数 -１）
＋（53.5万円×被保険者数）以下

●改定後
軽減割合 世帯主と世帯内被保険者の総所得金額等の合計額

7 割軽減 変更なし

5 割軽減 43万円＋10万円×（給与所得者等の数 -１）
＋（29.5万円×被保険者数）以下

2 割軽減 43万円＋10万円×（給与所得者等の数 -１）
＋（54.5万円×被保険者数）以下

【令和6年度は、以下のとおり激変緩和措置が講じられます】
所 得 割 率 …基礎控除後の総所得金額などが58万円を超えない方は8.54％に据え置かれます。
賦課限度額…令和5年度末（令和6年3月31日）以前から後期高齢者医療制度の被保険者である方と、障害認定に
　　　　　　より後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、73万円となります。

●均等割額の軽減判定基準額の改定
　均等割額の軽減判定基準額が引上げられました。軽減判定基準額とは、世帯主と世帯内被保険者の総所得金額
等の合計額のことであり、保険料を軽減する際の判断材料となります。世帯主と世帯内被保険者の総所得金額等
の合計額が下表の基準額に該当する場合は軽減されます。

令和4年度・5年度 令和6年度・7年度

所得割率 8.54％ 8.84％

均等割額 43,200 円 45,600 円

賦課限度額 66 万円 80 万円

※給与所得者等の数とは、一定の給与所得等（給与等の収入が55万円）を超える者と、公的年金等の支給を受ける
者（65歳未満の者にあっては60万円を超える者または65歳以上の者であっては125万円を超える者で、給与所
得を有する者を除く）の合計数のことで、いない場合は1とします。
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